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議案第 103号 

 

 

議案第 104号 

 

 

議案第 105号 

 

 

議案第 106号 

 

議案第 107号 

 

議案第 108号 

 

議案第 109号 

 

議案第 110号 

 

 

議案第 111号 

 

 

議案第 112号 

 

議案第 113号 

 

議案第 114号 

 

議案第 115号 

 

議案第 116号 

 

議案第 117号 

 

議案第 118号 

 

議案第 119号 

 

議案第 120号 

 

議案第 121号 

 

議案第 122号 

 

 

 

行政不服審査法の全部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい

て 

 

北秋田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用等に関する条例の制定について 

 

北秋田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

 

北秋田市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

北秋田市入湯税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

北秋田市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

北秋田市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

北秋田市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の一部を改正

する等の条例の制定について 

 

北秋田市農業委員会の選挙による委員の定数条例及び北秋田市農業委員会の

選挙による委員の選挙区及び選挙区定数条例を廃止する条例の制定について 

 

北秋田市農産物等直売所条例の一部を改正する条例の制定について 

 

北秋田市伊勢堂岱縄文館条例の制定について 

 

北秋田市伊勢堂岱遺跡景観条例の制定について 

 

平成 27年度北秋田市一般会計補正予算（第 3号） 

 

平成 27年度北秋田市国民健康保険特別会計補正予算（第 3号） 

 

平成 27年度北秋田市国民健康保険合川診療所特別会計補正予算（第 2号） 

 

平成 27年度北秋田市介護保険特別会計補正予算（第 3号） 

 

平成 27年度北秋田市簡易水道特別会計補正予算（第 2号） 

 

平成 27年度北秋田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

平成 27年度北秋田市下水道事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

平成 27年度北秋田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1号） 
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議案第 123号 

 

議案第 124号 

 

議案第 125号 

 

議案第 126号 

 

議案第 127号 

 

議案第 128号 

 

議案第 129号 

 

議案第 130号 

 

議案第 131号 

 

議案第 132号 

 

議案第 133号 

 

報告第 11 号 

 

平成 27年度北秋田市立阿仁診療所特別会計補正予算（第 2号） 

 

平成 27年度北秋田市立米内沢診療所特別会計補正予算（第 2号） 

 

平成 27年度北秋田市坊沢財産区特別会計補正予算（第 1号） 

 

平成 27年度北秋田市水道事業会計補正予算（第 2号） 

 

市道路線の廃止について（昭和～合地線外 5路線） 

 

市道路線の認定について（小ヶ田 1号線外 8路線） 

 

第 2次北秋田市総合計画基本構想の策定について 

 

北秋田市森吉山荘の指定管理者の指定について 

 

北秋田市コンベンションホール四季美館の指定管理者の指定について 

 

北秋田市営森吉山阿仁スキー場の指定管理者の指定について 

 

北秋田市農産物等直売所の指定管理者の指定について 

 

専決処分の報告について 

（専決第 11 号 北秋田市立保育所を市外在住の保育に欠ける児童に使用させ

ることについて） 

 


